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 第５節 安全で快適な生活が送れるまち       
 

   

２ 市街地整備 
＜めざすべきまちの姿＞ 

まちづくりが計画的に進められていて、生活しやすい市街地が形成されているまち 
 

めざすべきまちの
姿が実現している
と感じる市民の割

合 27%

めざすべきまちの
姿が実現している
と感じない市民の

割合 73%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○少子高齢化による人口構成の変化や、社会経済情勢の変化に柔軟に対応する持続可

能な市街地整備が求められています。 

○都市計画法の改正、中心市街地活性化法、交通バリアフリー法、景観法などの施行や

まちづくり交付金制度の創設など、まちづくりを取り巻く法制度等も大きく変わっており、

これらの視点に立った市街地整備が必要となっています。 

○平成 10（1998）年３月に策定した都市計画法に基づく鎌倉市都市マスタープラン（市町

村の都市計画に関する基本的な方針）及び同増補版（平成 17（2005）年３月）は、本市

の都市整備の目標として望ましい将来都市像を明確にしたものです。今後も、本プラン

の実現に向け、市民、事業者、ＮＰＯ等と協働して、積極的にまちづくりを推進する必要

があります。  

○鎌倉駅周辺と大船駅周辺の２つの拠点地区と、新しい拠点づくりを進めている深沢地域

国鉄跡地周辺などでは、それぞれの地域特性を活かしながら、美しく、暮らしやすく、に

ぎわいのあるまちを目標に、再生・創造することが必要となっています。 

○腰越駅周辺は、腰越の海浜地区の歴史や自然、産業を活かしたうるおいと活力のある

地域づくりが必要となっています。 

○玉縄地域は、大規模な土地利用転換をはじめ多くの開発が進み、人口の増加とともに

地域の姿も大きく変貌しています。このため、田園や文教施設等との調和をめざした都

市整備の方針が求められています。 

○ 北鎌倉駅周辺は、県道雪ノ下大船線沿道を中心に、歴史・文化的遺産を活かした古都

としてのまち並みの保全と、市民・来訪者が共存できる交通環境づくりが求められてい

ます。 

○大規模な工場の撤退や縮小により、その跡地が共同住宅などに転換され、産業構造や

都市基盤の整備に影響を与えています。このため、現状の土地利用の維持・継承を基

現状と課題 現状と課題 

（「平成 17 年度市民意識調査」より) 

■４割の市民は平和で、人種
や国籍、性、出身、障害など
での差別のないまちが実現
していると感じています 

 

■「鎌倉市は、まちづくりが計画的に進
められていて、生活しやすい市街地が
形成されているまちだと思いますか。」

との問に対して、「とてもそう思う」もしく
は「少しそう思う」と答えた人(めざすべ
きまちの姿が実現していると感じる市
民)が、３割見られます。 

市民満足度 
当初値(平成 17年度) 
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本に、土地利用の転換に対しては規制誘導を図る必要があります。 

○既成市街地では、中高層共同住宅の建設や敷地の細分化が進み、住環境の悪化が懸

念されています。このため、建物の高さなどを規制する都市計画の導入や法令に基づく

市民主体のまちづくりの推進が必要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 拠点地区の都市整備の推進 

（１）鎌倉駅周辺地区では、豊かな歴史的遺産と良好な自然環境を活かし、市民・来訪者が

快適に共存できる、風格と活力ある古都鎌倉の顔を再生・創造していきます。また、鎌倉

駅西口周辺地区では、駅前広場、交差点改良等の整備を進めます。 

（２）大船駅周辺地区では、「大船駅周辺地区都市づくり基本構想」に基づいて、市民・事業

者・大学・ＮＰＯ等と協働して、大船駅直近、大東橋周辺、鎌倉芸術館周辺、南部の各地

区において都市基盤施設や都市環境の整備を推進します。また、東口駅前では、道路施

設、商業施設などの都市機能の強化と都市防災機能の向上を図るため、大船駅東口市

街地再開発事業を進めていきます。さらに、西口駅前では、歩行者・自動車分離による

安全性と利便性を確保するとともに、交通結節点としての機能の強化を図ります。 

（３）深沢地域では、鎌倉駅周辺、大船駅周辺と並ぶ第三の新しい拠点の創造をめざし、少

子高齢化社会への対応をはじめとした多様な都市機能の導入を図りながら、都市拠点の

都市構造の主要な要素である緑、市街地構
造・土地利用、交通、拠点・ゾーンを踏まえた
将来都市像（都市マスタープラン）の実現に向
け、隣接市や国・県との連携をはじめ市民、事
業者、ＮＰＯ等と協働して、まちづくりを推進し
ていきます。 

【目標】 【施策の方針】 

腰越駅周辺、玉縄地域、北鎌倉駅周辺の地
域の特性を活かしたまちづくりに取り組みま
す。 

３．市民・事業者・NPO 等との 

協働によるまちづくりの推進 

４．歩行者等の交通環境の整備 

１．拠点地区の都市整備の推進 

２．既成市街地での都市整備の推進 

鎌倉駅周辺、大船駅周辺、深沢地域国鉄跡
地周辺の３拠点地区の都市整備を推進してい
きます。 

既成市街地では、地域の特性に配慮した適正
な土地利用の推進を図ります。 

工業系用途地域内については、現状の工業
系土地利用の維持・継承を基本に、土地利用
転換に対しては規制誘導を図ります。 

都市経営の視点に立つとともに、環境負荷の
低減にも配慮しながら、社会経済情勢の変化
等に柔軟に対応した創意工夫による市街地整
備を進めます。 

施策の方針 施策の方針 

目標 目標 
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実現に努めていきます。 

２ 既成市街地での都市整備の推進 

（１）工業系用途地域内については、現状の工業系土地利用を維持・継承することを基本と

し、住宅などへの転換に対しては規制誘導を図ります。 

（２）周辺の住環境や景観と調和しないところの高層共同住宅等の建築を抑制するため、地

域特性に合った高度地区等の都市計画制度の活用を図ります。 

（３）腰越駅周辺、玉縄地域、北鎌倉駅周辺については、地域の課題を整理しながら、それ

ぞれの地域特性を活かしたまちづくりに取り組みます。 

３ 市民・事業者・ＮＰＯ等との協働によるまちづくりの推進 

（１）市民が自ら行動し、主役となるまちづくりの推進を図るため、市民の自主的なまちづくり

活動への支援を行います。 

（２）市民参画のもと、まちづくり関連条例やまちづくりに関する基本計画等を体系的に見直

すとともに、それらを実現するための方策と推進体制の検討を行います。 

（３）地域の個性や特色を活かした魅力あるまちづくりを進めるため、市民等との協働による

地区計画、景観地区の指定、都市計画提案制度＊など、都市計画制度の積極的な活用

を図ります。 

（４）まちづくり条例等に基づき、民間開発事業に対し適切な誘導を図ります。 

（５）一定規模以上の土地利用に対しては、事前調整の仕組みの見直しや内容の充実を図

り、周辺の住環境や景観等に調和した計画へと誘導を図ります。 

４ 歩行者等の交通環境の整備 

歩行者等の安全性の向上をめざし、都市景観やバリアフリー等に配慮した交通環境の

整備を推進します。 

 

 

 

 

■ＪＲ鎌倉駅・北鎌倉駅・大船駅の乗降客数(+) 【統計指標】 

 

 

 

 

【主な所管部・所管課】 

経営企画部 

経営企画課 

まちづくり景観部 

都市計画課 

都市整備部 

道路課 

拠点整備部 

  再開発課 

深沢地域整備課 

 

ＪＲ鎌倉駅・北鎌倉駅・大船駅の１日平均乗降客数の合計 
目標指標 目標指標 

当初値 

Ｈ22 年度目標
値 

H25 年度実績
値 

H27 年度目標
値 

269,000 人 

292,000 人 

275,000 人 

263,500 人 

都市計画提案制度：民間事業者から都市再生事業に係る都市計画の提案ができる制度。平成 14（2002）年創設。 
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■道路・歩道バリアフリー化延長距離(+) 【統計指標】 

 

 

 

■まちづくり推進の実感度(+) 【アンケート指標】 

 

 

■駅利用者の利便度(+) 【アンケート指標】 

 

 

 

 

 

 

 

歩道の有効幅員１．５メートル以上、視覚障害者誘導ブロックの設

置、歩車道段差の解消などのバリアフリー化整備を行った道路・歩

道の年間総延長距離（市道のみ） 

自宅から駅までの経路が円滑で快適であると感じる市民の割合 

新しいまちづくりが進んでいると感じる市民の割合 

当初値 

Ｈ22 年度目標
値 

H25 年度実績
値 

H27 年度目標
値 

3,300m 

2,200m 

6,800m 

500m 

当初値 

Ｈ22 年度目標
値 

H25 年度実績
値 

H27 年度目標
値 

45.7％ 

41.5％ 

48.2％ 

41.4％ 

当初値 

Ｈ22 年度目標
値 

H25 年度実績
値 

H27 年度目標
値 

42.4％ 

50.2％ 

47.4％ 

41.5％ 
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■市民満足度(+) 【満足度指標】 

 

 

 

 

■目標達成に向けた 25 年度の実績と自己評価 

【経営企画部】 

◎都市再生整備計画（大船駅周辺地区）等事後評価 

大船駅周辺地区都市再生整備計画事業は、平成 25 年度が第２期計画（平成 23 年度

～平成 25 年度）の最終年度であったことから事後評価を実施しました。大船駅周辺地区

のまちづくりについては、めざすべきまちづくりの目標に対し、当初設定した数値指標は

達成できなかったものの、大船駅周辺の歩行環境改善等、一定の効果を得ることができ

ました。 

【まちづくり景観部】 

・平成 23 年度に改正したまちづくり条例等の運用状況の調査を実施しました。。 

・都市マスタープラン見直しの検討組織として、市民及び関係団体で構成する「鎌倉市都

市マスタープラン評価・検討協議会」を設置し、基本方針及び部門別方針についての意

見交換を行いました。また、都市マスタープランの関係課で組織する「同幹事会」を併せ

て設置し、検討準備を整えました。 

 さらに、都市計画審議会の学識経験者委員で構成する「都市マスタープラン見直しワ

ーキング部会」を設置し、専門的見地から助言・指導を受け、人口、交通、緑、開発など

の動向を調査し、見直し作業に必要な資料の作成を行いました。 

・高度地区（第一種中高層住居専用地域に指定）の運用を行うとともに、今後更に他の

用途地域の種別に応じた高度地区指定拡大の調査・検討をしていく上で、市民の理解を

一層深めていただく必要があることから、ホームページでの情報提供やパンフレットの配

布を引き続き行っています。 

・JR 北鎌倉駅のバリアフリー化に伴うエレベーター設置工事が平成 25年度末に完了し、

JR 東日本に支援を行いました。 

【拠点整備部】 

[鎌倉駅周辺整備] 

西口駅前広場整備事業及び建物共同化事業については、事業実施に向け、引き続き

関係権利者及び関係機関等と協議・調整を行いましたが、一部関係権利者の合意は得

られませんでした。 

また、市役所前交差点改良事業に係る基本的方向性の決定に至りませんでした。 

まちづくりが計画的に進められていて、生活しやすい市街地が形成

されているまちの実現状況について、市民が実感している割合 

 

評価と展開 評価と展開 

当初値 

Ｈ22 年度目標
値 

H25 年度実績
値 

H27 年度目標
値 

31％ 

27.9％ 

36％ 

27.0％ 
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[大船駅東口第２地区第一種市街地再開発事業] 

平成 25 年度末までの大きな事業目標としては、「事業方針の決定」と「都市計画決定

告示の実施」の 2 つがありました。このうち、「事業方針の決定」については、権利者の意

向確認の結果を受け、５・６・７番地を事業化することを決定しました。一方、「都市計画

決定告示の実施」については関係機関との協議に時間を要したため、都市計画説明会

の開催、都市計画素案の作成及び公聴会の準備の完了をもって年度を終えました。 

[駅の拡充整備] 

大船駅東口のバリアフリー化のため、平成 25 年４月に新設エレベーター及び新設エ

スカレーターを供用開始し、同年６月に既設エスカレーターの改修を完了しました。 

[鎌倉芸術館周辺地区] 

｢砂押川桜保全再生計画｣に基づく住民主体の活動を支援しました。 

[大船駅南部地区] 

｢富士見町町内会自主まちづくり計画｣に基づく住民主体のまちづくりを支援しました。 

[大船駅西口] 

神奈川県及び横浜市と｢横浜・鎌倉両市一体整備計画(案)｣の見直しに係る協議・調

整を行いました。 

[深沢地域国鉄跡地周辺] 

平成 25 年 11 月から「土地区画整理事業施行区域」、「地区計画の整備方針」の都市

計画決定手続きを開始するとともに、事業計画認可に向け認可図書等の作成を行い、

都市計画決定後の速やかな事業計画認可に向け準備を行いました。 

ＪＲとの基本合意については、都市計画決定手続きの開始が遅れたため、合意に至っ

ていません。 

平成 25 年５月に提言された「鎌倉市深沢地区まちづくりガイドライン（案）」を基に、パ

ブリックコメント、及び庁内関連各課と取りまとめに向けた調整を行いました。 

市有地（Ｂ用地）の土壌汚染未処理箇所について、土壌汚染状況調査、対策処理に

係る設計業務を実施しました。また、改正土壌汚染対策法の施行を受け、対策処理済み

市有地（Ａ，Ｂの一部，Ｃ用地）の再調査の必要性について確認しました。 

民間等事業者の募集選定に係る準備については、平成 26 年度に策定される公共施

設再編計画に基づき進めることが効果的であるため、平成 27 年度以降としました。 

事業の円滑な進捗を図るため、換地先に係る権利者意向調査を行い、換地設計準備

に反映させることができました。 

■８年間（平成 18～25 年度まで）の取組の評価 

【経営企画部】 

・満足度調査の実績値は年度により若干のばらつきが見られ、平成 22 年度の目標値も

未達成であることから、市民からは本市のまちづくりが計画的に進んでいないように捉え

られている傾向が見受けられます。 

鎌倉駅周辺地区、大船駅周辺地区のまちづくりについては、限られた財源の中で、都

市再生整備計画に基づく社会資本整備総合交付金（都市再生整備計画事業）を有効に

活用し、着実に事業を推進してきたところです。 

【市民活動部】 

・手広地区の住居表示については実施済で目標は達成されました。 
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【まちづくり景観部】 

・市民・事業者・ＮＰＯ等との協働によるまちづくりを推進するため、まちづくり条例等を改

正し、市民の自主的なまちづくり活動への支援制度の創設、都市計画決定への住民参

加、長年の課題であった、いわゆる小規模連鎖開発への対応、市民への一定規模以上

の開発事業の情報を公開する仕組みづくり等を行いました。 

総合計画の都市整備に係わる部門である都市マスタープランを推進するため、高度

地区及び景観地区の指定及び地区計画の策定に取り組みました。 

都市マスタープランの重点的に取り組む内容について、事業の進捗状況の把握、課

題の抽出を行い、評価した内容を「白書 2011」として取りまとめました。この「白書 2011」

を足掛かりとして、都市マスタープランの見直し作業を開始し、評価作業の準備及び検

討組織の設置・運営等に取り組みました。 

引き続き、「めざすべきまちの姿」の実現に向け、都市マスタープランを推進していく必

要があります。 

JR 北鎌倉駅のバリアフリー化に向け、平成 21 年度から駅周辺の自治町内会や商店

会・学校関係の方々、ＪＲ東日本、鎌倉市で協議を重ね、平成23年度に開催された「第５

回北鎌倉駅の利便性向上に向けた地元関係者会議」において、ＪＲ東日本から提示され

た詳細設計が了承されました。 

平成 24 年度に多機能トイレや階段の設置工事が着手され、平成 25 年度末にエレベ

ーター設置工事が完了しました。 

【都市整備部】 

・道路のバリアフリー化のため、第１次事業として 350 箇所を対象に、既存歩道の交差点

巻き込み部や横断歩道の段差解消を進め、平成 15 年度に整備が完了しました。その

後、いわゆるバリアフリー法の改正を受け、平成 17 年度からは第２次事業として新たに

改修が必要な 806 箇所を対象とし、このうち 324 箇所について平成 25 年度までに改修を

行いました。 

【拠点整備部】 

[鎌倉駅周辺整備] 

鎌倉駅西口周辺地区においては、関係権利者及び関係機関等と協議・調整を行い、

各権利者から事業についての賛同を得られましたが、一部権利者の合意形成には至り

ませんでした。 

[大船駅周辺整備] 

大船駅周辺地区においては、大船駅西口駅前における｢鎌倉市域での整備計画｣に

基づく整備の完成に伴い、整備効果等の検証を行った上で、｢横浜・鎌倉両市一体整備

計画(案)｣の見直しについて神奈川県及び横浜市と調整を開始しました。 

また、大船駅東口のバリアフリー化のため、平成 25 年４月に新設エレベーター及び新

設エスカレーターを供用開始し、同年６月に既設エスカレーターの改修を完了しました。 

その他の地区の停滞している事業については、横浜市側の再開発事業等の動向をふ

まえ、関係権利者・関係機関との協議調整を進める等、事業の推進を図る必要がありま

す。 

[大船駅東口第２地区第一種市街地再開発事業] 

平成 15 年に新基本構想を策定し事業実施に向け取り組みましたが、平成 19 年度の
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予算否決を受け実施した権利者及び市民意向調査の結果、新基本構想に基づいて事

業を進めることは困難な状況となりました。しかし、この意向調査において、回答した

85％の市民が駅前整備の必要性を認めており、また、権利者においても平成 20 年度に

新たなコンサルタントを選定後、今後の計画検討過程について賛否を確認したところ約

75％の賛同を得たことから、新たな計画案による事業実施に向けた取組を開始しまし

た。 

平成 21 年度には、３つの「基本プラン」及び再開発後の権利者の資産の目安となる

「モデル個票」をプランごとに作成し、権利者意向を確認しながら、平成 23 年度には、基

本計画（素案）に対する市民や周辺商店会からの意見も踏まえ、基本計画（案）を策定し

ました。 

平成 25 年度には、４月に前年度に選定した民間事業協力者からの助言及び提案を

踏まえて、事業化原案を策定しました。そして８月には第２地区の５・６・７番地を事業化

することを市の方向性として決定し、並行して都市計画変更手続きを進め、都市計画素

案を確定しました。 

[深沢地域整備事業]    

深沢地域国鉄跡地周辺総合整備事業は、平成 18 年３月の東日本旅客鉄道㈱鎌倉総

合車両センター大船工場の機能廃止を契機に、平成 16 年９月に策定した「深沢地域の

新しいまちづくり基本計画」のまちづくり方針を先導的に実現するエリア（面整備ゾーン）

の事業と位置づけ、当該エリア内の権利者を対象に合意形成を進めるとともに、市民参

画のもと計画づくりを進めてきました。 

平成 21 年には、面整備ゾーンの土地利用のあり方、まちづくりの方向性からなる「深

沢地域の新しいまちづくりビジョン」の提言を受けるとともに、平成 22 年には都市基盤整

備の方針、配置計画等をまとめた「土地利用計画（案）」を策定し、平成 25 年度は、この

土地利用計画（案）を基に都市計画決定手続きを開始しています。 

また、藤沢市村岡地区との広域的なまちづくりについては、神奈川県、藤沢市、鎌倉

市で構成する『湘南地区整備連絡協議会』において、新駅と両地区のまちづくりの実現

に向けた検討調査を進めています。 

このように、本事業の実現に向け様々な計画づくりや検討を行ってきたところですが、

都市計画決定等の遅れから事業進捗が目に見えない状況となっているため、市民の

方々には「まちづくりが計画的に進んでいる。」と実感していただけない状況となっていま

す。 

■25 年度までの未達成事業の課題・問題点など 

【経営企画部】 

・都市再生整備計画に位置付けられた事業については、計画どおり事業を実施しまし

た。 

【市民活動部】 

・特にありません。 

【まちづくり景観部】 

・市街化調整区域における土地利用の規制に当たっては、財産権の保護と公共の福祉

のバランスが重要であり、また、新たなルールを作るためには、市民や土地所有者の合

意形成が必要です。 
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高度地区の指定は、用途地域の種別に応じた広域的な都市計画であり、地域の土地

利用の状況や都市の将来像などを勘案して検討する必要があると同時に、具体的な権

利制限が伴うことから、地権者を始め関係機関等の理解を得るためには慎重に対応し

ていく必要があります。 

都市マスタープラン見直し作業に当たっては、「鎌倉市都市マスタープラン評価・検討

協議会」で聴取した意見を「同幹事会」へ報告し、定期的に協議を進めていく必要があり

ます。 

【拠点整備部】 

[大東橋周辺地区] 

本市大船駅東口第２地区市街地再開発事業及び横浜市の再開発事業の動向をふま

え、大東橋南側の用地の扱いに係る関係権利者等と調整を行う必要があります。 

[鎌倉芸術館周辺地区] 

鎌倉芸術館周辺地区のまちづくりの実現に向けた地区計画、まちづくりルール等の策

定について、引き続き関係権利者等の意向把握に努める必要があります。 

[大船駅西口] 

引き続き、神奈川県及び横浜市と｢横浜・鎌倉両市一体整備計画(案)｣の見直しに係る

協議・調整を行う必要があります。 

[鎌倉駅周辺] 

西口駅前広場整備事業及び建物共同化事業について、引き続き関係権利者及び関

係機関等と協議・調整を図る必要があります。また、市役所前交差点改良事業に係る整

備主体等の基本的方向性の決定等を行う必要があります。 

[大船駅東口第２地区第一種市街地再開発事業] 

権利者との合意形成の促進。権利者間の意思疎通を図るブロック別検討会の充実が

必要です。 

また、関係機関との協議に時間を要したことによる都市計画変更決定が遅延してお

り、平成 26 年度中には都市計画変更決定告示を行う必要があります。 

[深沢地域国鉄跡地周辺] 

民間等事業者の活用に係る、行政施設用地に導入する公共公益施設等の決定をす

る必要があります。 

■第３期基本計画の施策の方針における今後の展開（取組方針） 

【経営企画部】 

≪市街地整備の推進≫ 

・鎌倉駅周辺地区については、都市再生整備計画事業（平成 22 年度から 26 年度）の最

終年度である平成 26 年度に、事後評価を実施する予定です。 

【市民活動部】 

≪市街地整備の推進≫ 

・住居表示実施済地区内における新築建築物に住居番号を付定し、市民の利便性の向

上に努めます。 

【まちづくり景観部】 

≪市街地整備の推進≫ 

・市民の自主的なまちづくり活動への支援を行うとともに、平成 23 年度に制改正したまち
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づくり条例等の運用状況の検証を行い、まちづくり条例等の総体的な見直しに取り組み

ます。 

  都市マスタープランの見直しについては、「白書 2011」での評価・検討結果から得た、

重点的に取り組む内容について事業の達成状況等の評価作業をし、課題整理や都市

空間の脆弱性に関する新たな課題等への対応について検討を行うとともに、これまでの

社会情勢等の変化に柔軟に対応できるよう、必要に応じた見直しを行っていきます。見

直し作業の実施に当たっては、市民及び関係団体をはじめ、専門的な意見の把握に努

めながら取り組んでいきます。 

 また、都市マスタープラン見直し作業の中で、各種都市計画制度の手法を活用し、防

災の視点も含めて、建築物の高さなどについても議論していきます。 

≪公共交通機関の輸送力の向上と利用の促進≫ 

・駅施設のバリアフリー化については、未整備駅があることから、引き続き、施策を推進

していきます。 

【都市整備部】 

≪市街地整備の推進≫ 

・歩行者等の安全性の向上をめざし、既存歩道の交差点巻き込み部や横断歩道部にお

いて視覚障害者誘導用ブロックの設置や歩車道段差の解消を、順次進めてまいります。

また、交通管理者や交通事業者等の関係機関と協議調整を進め、安全で安心して利用

できる施設整備を進めてまいります。 

【拠点整備部】 

≪市街地整備の推進≫ 

[鎌倉駅周辺地区の都市整備] 

鎌倉駅西口周辺地区では、鎌倉駅西口の駅前広場整備や建物共同化の実現に向

け、関係権利者及び関係機関等との協議・調整等を行います。また、市役所前交差点改

良事業に係る整備主体等の基本的方向性の検討を行っていきます。  

[大船駅周辺地区の都市整備] 

大船駅周辺地区では、大東橋周辺地区について、鎌倉・横浜両市域で計画されてい

る市街地再開発事業の進捗状況にあわせ、関係権利者及び関係機関等と整備に向け

た協議・調整を図ります。 

また、鎌倉芸術館周辺地区及び大船駅南部地区については、住民主体のまちづくり

への支援を継続します。 

東口駅前では、大船駅東口第２地区第一種市街地再開発事業で５・６・７番地の事業

化を進めます。そのために、平成26年度は都市計画変更の告示及び事業計画の検討、

27 年度には事業計画認可手続きを進めます。その後、平成 28 年度の権利変換計画認

可を経て着工、平成 30 年度の竣工をめざします。 

西口駅前では、神奈川県及び横浜市と｢横浜・鎌倉両市一体整備計画(案)｣の見直し

について協議・調整を行います。 

[深沢地域国鉄跡地周辺の都市整備] 

都市計画決定については、導入公共施設の調整を行った上で手続きを進めます。そ

して都市計画決定がされた後は、速やかに事業計画認可申請を行うとともに、仮換地指

定を着実に進め、早期の事業着手を目指します。 
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また、本事業に導入する公共施設については、公共施設再編計画を基に関係部署と

連携しながら調整を図っていきます。 

 

 

 

■市民・事業者・ＮＰＯ等と行政の協働目標 

○ 自らの生活環境に関心を持ってまちづくりに参加し、その実現に努力します。 

参考：市民が期待する各主体の役割の大きさ 

個人・家庭
3%

その他
2%

企業
6%

ＮＰＯ・自治
会など

4%

行政・学校
85%

 

市民等と行政 
の協働 

市民等と行政 
の協働 

（「平成 15 年度市民意識調査」より) 
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鎌倉市民評価委員会による評価 

この分野の８年間の取組は、十分であった。  

この分野の８年間の取組の進捗状況・取組のあり方に関する意見 

・利害関係が発生する分野であり、予定通り行かない可能性は高い。その中で比較的頑

張っていると思う。 

・まちづくり条例の改正や大船駅を中心とした周辺の拠点整備は特に力を入れ、成果が

上がった取組であった。鎌倉駅周辺の整備の遅れは今後の課題であろう。ただし、分野

としては、条例やプラン・計画の見直し、検討がほとんどであり、具体的な実施と改善事

例は認められない。 

・厳しい財政下で総合交付金を有効に活用し、まちづくり事業を着実に推進した。  

・大船駅東口のバリアフリー化に向け、エレベーター等の整備工事に係る施行協定を締

結し、工事に着手、住民主体の砂押川沿いの桜保全再生活動を支援、「富士見町町内

会自主まちづくり計画」に基づく住民主体のまちづくりを支援、大船駅西口駅前の交通環

境の改善に向けた歩行者デッキ、駅前乗降場施設、交通広場等の整備工事の完成・供

用開始などは評価できる。 

・JR 北鎌倉駅のバリアフリー化を完了し、また道路のバリアフリー化を大きく推進した。      

・商業施設の統合などは問題が多く駅周辺の大規模な整備計画は見直しが必要と思わ

れる。 

第３期基本計画に向けたこの分野に関する意見 

・この分野の取組は、個別に評価はできない。拠点整備を進めていく上で経済事情など

も変化するため、当初予定に対する取組で評価してよいものでもない。時代によって変

わるものであることも意識していくべきである。今後は、未達成分が当初予定していたよ

りも、どの程度損失を与えているかというのが一つの視点となる。その上で、どこまで進

めていくかを評価すべきである。 

・制定された条例や見直されたプラン・計画、検討された課題について、実現可能な具体

的施策と実施計画をもって、着実に実施して頂きたい。（都市再生計画は理想ばかり掲

げられていて、全く実現可能性が考慮されていない様に感じる。） 

・拠点整備も土地利用の規制に関しても課題が山積している。これらの課題を着実に施

策進行して、計画的にまちづくりを推進して歴史環境と文化が併存できるまちを創って欲

しい。 

・深沢地域整備事業はまちづくりとして市民参画して計画している。合わせて藤沢市との

広域まちづくりの検討も行っている。バランスを取りながら施策を進めて欲しい。 

・東日本大震災の教訓を活かした都市空間の強靭性が求められる。 

・少子高齢社会、人口減少時代に柔軟に対応できる市街地整備が求められる。 

・市街地整備は、鎌倉市公共施設再編計画と一体的に事業を推進されるものと期待す

る。 

この分野の指標に関する意見 

・満足度の目標値が低く設定されているにも関わらず、達成できなかった。要因は市民

の要望が多様化しており、合意形成が難しい。加えて、厳しい財政下にある。 

・指標中で、新しいまちづくり、通勤・通学できる環境整備、主要駅の乗降者数など上昇

傾向であるが、生活のしやすさやバリアフリー化は未だ目標値には至ってない。 

■外部評価結果■ 
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・駅の利用者数の増減と整備には全く因果関係が確認できない。 

・もともと有効に利用できる土地が少なく、道路の拡幅や歩道の設置が困難である。実

現可能性が見えない目標を指標とする事は疑問である。 

・道路・歩道バリアフリー化は平成 27 年度目標値から拡張を進める方向性が分かる。 

・高齢者や障害者のニーズに合うものを調査して進めて欲しい。 

・都市マスタープランの改訂（平成 27 年度目標）に向けて様々な課題を抽出していくべき

である。実際の用途地域と目指す都市像とのずれなども十分検討すべきである。 

・評価のあり方の検討と併せて指標および目標値も再検討する必要があると思われる。 

この分野に関する総括意見 

・再開発事業に関し事業計画、権利変換計画等の提示、権利者の不安の解消、調整を

図っていく必要性がある。 

・都市マスタープランの再評価と見直しによる鎌倉市の市街地整備を検討することが重

要。鎌倉市の人口も増加し、社会の変化にも対応できる検討が必要であろう。 

・駅周辺は公共交通機関が集中する場所なので、それらの利用者がスムーズに動ける

ことが大切である。 

・辻堂駅前に出来た大型モール店舗は便利だが、そのマイカー利用者の渋滞に土日は

公共バスが巻き込まれ駅手前で進まなくなる。これでは地域住民の生活にも支障をきた

す。総合交通との連携がないと、このような事態を招く。 

・人口減少時代では巨額の資金を要する大規模再開発は投下資金を回収するのが極

めて難しい。寧ろリノベーションを主眼に置いた市街地整備の方が費用対効果がよいと

思われる。空き店舗、空き住宅を手付かずのまま放置することは危険である。有効活用

に期待したい。 

・これだけのお金をかけて継続すべきものかを判断できる材料を以て評価すべきであ

る。今後の評価のあり方を考えていかなければならない。 

・市民は何を求めているのか、ニーズを見極めていかなければならない。 

・「歴史環境」「地域安全」「総合交通」等他の様々な分野と密接に関係しているため、そ

れぞれの施策を調整しながら同時に策定・実施していく必要がある。 
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実施計画 

■都市マスタープランの推進(５－２－１－①) 

■鎌倉駅周辺地区の整備（古都中心市街地まちづくり構想の推進）(５－２－１－②) 

■大船駅東口第２地区第一種市街地再開発事業の推進(５－２－１－③) 

■都市づくり基本構想の推進（大船駅周辺整備構想）(５－２－１－④) 

■駅の拡充整備（大船駅周辺整備構想）(５－２－１－⑤) 

■大東橋周辺地区のまちづくり（大船駅周辺整備構想）(５－２－１－⑥) 

■鎌倉芸術館周辺地区のまちづくり（大船駅周辺整備構想）(５－２－１－⑦) 

■大船駅南部地区のまちづくり（大船駅周辺整備構想）(５－２－１－⑧) 

■大船駅西口整備事業（大船駅周辺整備構想）(５－２－１－⑨) 

■深沢地域国鉄跡地周辺の整備(５－２－１－⑩) 

■駅前広場の整備(５－２－１－⑪) 

■高度地区の指定(５－２－２－①) 

■玉縄地域のまちづくり(５－２－２－②) 

■北鎌倉駅周辺のまちづくり(５－２－２－③) 

■フラワーセンター大船植物園（苗ほ）の活用(５－２－２－⑤) 

■都市再生整備計画（社会資本整備総合交付金）の活用（５－２－２－⑧） 

■鎌倉市まちづくり条例等の見直し(５－２－３－①) 

 

個別計画 

■深沢地域の新しいまちづくり基本計画 

■古都中心市街地まちづくり構想 

■鎌倉駅西口周辺まちづくり基本計画 

■大船駅周辺地区都市づくり基本構想（大船駅周辺地域総合整備構想） 

■大船駅南部地区のまちづくり基本方針 

■鎌倉芸術館周辺地区のまちづくり基本方針 

■（仮称）大東橋周辺地区まちづくり基本構想（案） 

■大船駅西口に関する鎌倉市域整備計画 

■大船駅東口第一種市街地再開発事業（第２地区） 

   事務事業評価 

■都市政策事業(経企-03、まち-01、まち-02) 

■建築等紛争調整事業(経企-12) 

■公共用地先行取得事業特別会計(総務-24) 

■住居表示事業(市民-26) 

■都市計画運営事務(まち-03) 

■土木管理運営事務(都整-01)   

■市街地整備運営事業(拠点-01) 

■古都中心市街地整備事業(拠点-02) 

■周辺整備事業(拠点-03) 

■西口整備事業(拠点-04) 

■深沢地域整備事業(拠点-05) 

■運営事業（大船駅東口市街地再開発事業）(拠点-06) 

■推進事業（大船駅東口市街地再開発事業）(拠点-07) 

 
関連リンク ■都市・地域整備局(国土交通省) 

 

http://www.city.kamakura.kanagawa.jp/kyoten/fuka-keikaku-top.html
http://www.city.kamakura.kanagawa.jp/kyoten/koto.htm
http://www.city.kamakura.kanagawa.jp/kyoten/download/kohonkeikaku.pdf
http://www.city.kamakura.kanagawa.jp/of-jimusho/m-plan.htm
http://www.city.kamakura.kanagawa.jp/of-jimusho/na-index.htm
http://www.city.kamakura.kanagawa.jp/of-jimusho/geijyutu.htm
http://www.city.kamakura.kanagawa.jp/of-jimusho/d-index.htm
http://www.city.kamakura.kanagawa.jp/of-jimusho/w-index.htm
http://www.city.kamakura.kanagawa.jp/of-jimusho/e-index.htm
http://www.mlit.go.jp/crd/index.html

